旅の目的地となる飲食店魅力アップ事業業務委託仕様書
　
1． 委託業務名
旅の目的地となる飲食店魅力アップ事業（「越山若水」プロジェクト）委託業務

２. 事業の目的
   　 本県には素晴らしい食材や食文化があるものの、旅の目的となる料理が少なく、観光における消費額が低い傾向にある。旅の目的地となる飲食店を増やし、国内外からの誘客を推進するため、食の著名人らとのネットワークを活用し、県内飲食店の料理・サービスのレベルアップや次世代料理人等の育成を図り、集中的・効果的な情報発信を行うことで誘客・観光消費の拡大を図る。 
すべての事業において、事業実施の前から終了後までメディア発信、HPやSNSによる発信を行い、事業実施の効果を定量的に図ることが出来るようにすること。

３. 委託期間　
　　契約締結日から令和９年３月３１日までとする。

４. 委託業務内容
業務委託内容は次のとおりとする。
(1) 「越山若水」プロジェクトのプロモーション業務
(2)  Selection２０２６の選定業務
(3)  「秋のマンスリーフェア」の実施業務
(4)  Selectionを巡るツアー造成業務
(5)  福井の美食を支える人材を育成・確保するための研修会等の企画運営業務

(1) 「越山若水」プロジェクトのプロモーション業務
「越山若水」プロジェクトとは、福井県の食の業界を盛り上げ県内の飲食店を旅の目的地とするために、本県の食・食文化の魅力を国内外に発信することである。また、県内飲食店を支える次世代の育成を図るための研修会等を開き、料理・サービスの質および認知度向上を図り誘客・観光消費の拡大を目指すことを目的とする。
※プロモーションターゲット


・一般消費者…北陸新幹線延伸に伴い、福井県を来訪する可能性が高い層および高価格帯の
食に関心が高い層
　　・２０、３０歳代のグルメや旅行に関心がある方
・４０、５０歳代のビジネスエグゼクティブ
・飲食店関係者…飲食店シェフ、生産者等
・インフルエンサー等…ＳＮＳ等で世間に与える影響力が大きく、ビジネスとして情報発信し
ている方
・メディア関係者

1 Selection２０２５とプロジェクトのメディア発表
令和７年度に「越山若水」プロジェクトにより選定した店舗（以下「Selection２０２５」とする）とプロジェクトを効果的にメディア発表の場で発信し注目をあつめること
  （ア）期間　　　 令和８年６月中旬まで
（イ）開催地　　 首都圏会場を提案すること
（ウ）内容　　　 
・「越山若水プロジェクト」についてのメディア発表会を首都圏において２０２６年６月下旬
までに行うこと。
・「越山若水プロジェクト」の意義や今後の取組内容を発表会にて発信すること。
・メディア発表会にはメディア・旅行会社１０社以上（ＳＮＳインフルエンサーを含む）を呼ぶ
こと。
・メディア発表会ではSelection２０２５ならびにキュレーター2026を紹介すること。

2 年間を通じた事業のプロモーション
（ア）期間　　　 年間を通じて行うこと
（イ）内容　　　
・年間を通じて、効果的な実施時期、内容および方法を計画すること。適宜効果を測定し、
社会情勢に応じて改善すること。ただし事業の最終的な実施内容は提案
されたプランの内容を基に県と協議の上、決定すること
・ターゲット、ＫＰＩを設定し、実績に基づいた分析を実施し、達成度および改善点を報告す
ること。
・Selection２０２５ならびにSelection２０２６の話題を一年を通じて発信し続けること。
・越山若水プロジェクトのＨＰおよびＳＮＳを更新し、広く発信を行うこと。
・越山若水プロジェクトのＨＰの運営サーバーは現在のサーバーから移設しても構わない。ま
たＨＰのデザインは現在のものを踏襲しても構わないが、新しく構成することを妨げるもの
ではない。
https://fupo.jp/lp/fukui-etsuzanjakusui/
・ＳＮＳの種類は問わないが、ＳＮＳにはインスタグラムを含むものとする。
・ＳＮＳの発信にあたっては、越山若水プロジェクトのインスタグラムだけではなく、著名イ
ンスタグラマーによる発信も含むこと。著名インスタグラマーは県と相談の上選定
すること。著名インスタグラマーのフォロワー数は５０万人以上とすること。
・ＳＮＳは事業が行われた際などには、第一報は1週間以内、詳しい記事についても1か月以内
の速やかな発信とすること。

（2） Selection２０２６の選定業務
1 令和８年度の「越山若水」プロジェクトによる選定店舗（以下「Selection２０２６」とする）を選出するキュレーター（食に関する発信力のある著名人）を３名を提案すること。
（1） 選定期間　令和８年６月中旬ごろまで
（イ）要件　　 Selection２０２６を「今訪れるべき福井の店」とし、県外客が福井県を訪れるべき店舗を提案・選定できる人物とすること。また、Selection２０２６の「今食べるべき一皿」を選定すること。
　　　（ウ）選定基準　
・Selection２０２６を１０店舗以上（／人）選定できる人物であること。
・日本国内外に発信力がある人物であること。またその発信力を活かしてSNSやHP等で「越山若水」プロジェクトのトピックスやSelection２０２６、「今食べるべき１皿」について発信すること。
・自身の発信するツールを有する人物であること。
・キュレーターは選定された店舗を訪問し、その飲食店の魅力について発信すること。
・キュレーターへの謝礼は委託料に含めること。
（エ）注意事項　
・キュレーター自身の魅力について、「越山若水」のＨＰやＳＮＳ等で効果的に発信すること。

2 Selection２０２６の選定と発信業務
（1） [bookmark: _Hlk226042080]選定期間　令和８年７月末まで
（2） テーマ　　　今訪れるべき福井の店
（ウ）　選定基準  
・Selection２０２６はキュレーターが選ぶ「今食べるべき一皿」がある店であること。
・福井ならではの食文化があったり、県産食材の使用を積極的に行っている店舗であるこ
と。
・福井に行かないと味わえない体験のできる飲食店であること。
・料理、空間、接客に一貫した世界観がある飲食店であること。
・他のSelection店舗と連携した事業を円滑に行えるオーナーやシェフであること。
・飲食店のジャンルは県と相談して決定すること。
・各飲食店の了解を得ること
（エ）情報発信について
・「越山若水」HPの他、キュレーターが独自の発信（ＳＮＳ等）につとめること。

(3) 「秋のマンスリーフェア」の実施業務
1 「秋のマンスリーフェア」の実施のための企画開催業務
「今食べるべき一皿」を定め、マンスリーフェアとして県内の飲食店を盛り上げ、誘客
につながるような企画を提案し開催すること。
（1） [bookmark: _Hlk225875363]期間　　　　令和８年秋（１０月末まで）の１か月間程度
（イ）開催店舗　　Selection２０２５およびSelection２０２６（以下「Selection」とする）を含む県内の飲食店５０店舗程度
（3） 内容　　　
・マンスリーフェアでは、「今食べるべき一皿」を提供するよう参加飲食店と調整する
こと。
・マンスリーフェアのわかりやすいネーミングやキャッチコピーを作成すること。
・フェアのオープニングイベントを開催すること。
オープニングイベントは、注目度が高まる開催場所、開催形式を提案すること。
１０社以上のメディアやインフルエンサーを招待して、フェアメニューの試食を提供
すること。試食についての食材費は委託費に含めることとする。
・マンスリーフェア専用のHPを作成し、Selectionの「今食べるべき一皿」がわかるようにすること。
・マンスリーフェアについて効果的な広告を行い、都市圏を含め広く発信すること。
・フェアの集客につながる広報業務を提案し実施すること。
・フェア販促物を作成し、誘客につながる箇所への掲示や参加飲食店へ配布すること。
（例）ポスター、チラシ、ＰＯＰ、のぼりの作成、配布等

2 Selectionを含む県内の飲食店をＰＲできる「食フェス」の企画開催業務
秋のマンスリーフェア期間中、Selectionを含む県内の飲食店のＰＲを目的とした「食フェス」を企画提案し開催すること。
(1) 期間　　　   令和８年秋の土日祝のうち１日以上
(2) 参加店舗数 　３０店舗以上
(3) 内容　　　
・食フェスではテーマを定め、Selectionを含む県内の飲食店の魅力が伝わること
を目的とすること。
・食フェスが出来る屋外会場を用意すること。
・来場目標人数は３,０００人とし、集客するための施策を提案すること。
・食フェスで料理を提供するための厨房機材を用意すること。
・運営に必要なスタッフや機材を配置すること。
・記録写真および映像を撮影し、県内外の食に感度が高い人に情報が届くよう効果的に情報発信を行うこと。また、撮影した写真および映像は「越山若水」のＨＰやＳＮＳで発信すること。

(4) [bookmark: _Hlk226023613]Selectionを巡るツアー造成業務
ツアー造成にあたり、旅行業法に定める国内旅行業務取扱管理者の資格を有する業者に再委託する場合には、再委託を県に申請し承認を得ること。

1 Selection２０２５をめぐるセレクションツアー造成を行うこと。
（ア）開催期間　令和８年１０月～１２月まで
（イ）開催回数　最低１回
（ウ）定員　　　最低催行人数２０人～
（エ）内容　　
      ・大都市圏客を主な対象としたSelection２０２５ならびに県内の伝統工芸や生産地をめぐ
ることのできるツアー造成を行うこと。また、ツアー造成に必要な調整を行うこと
(食事代金･旅費は参加者負担）。
・ツアーは県の指定する著名人の冠をつけて行うこと。
・ツアーは１泊２日以上の行程とすること。
・ツアー中の食事は１日目（昼・夜）２日目（朝・昼）を提供し、提供するレストランのう
ち最低２店舗はSelection２０２５から選ぶこと。
・ツアーの道中の過程はツアー参加者の同意のもとで映像を記し、ツアー終了後にその様子
をＨＰならびにＳＮＳで発信すること。
・ツアー募集にあたり、効果的な広報や情報発信を実施すること。
・ツアー実施後、参加者にアンケートを実施すること。

2 Selection２０２６をめぐるレストランツアー造成を行うこと。
（２）で選定したキュレーターと楽しむレストランツアーの実施。
（ア）開催期間  令和８年
（イ）場    所  Selection２０２６から６店舗以上
（ウ）内    容
・都市圏客等を対象に、キュレーターとともに楽しむレストランツアーを企画開催（食事代
金、旅費は参加者負担）
　　　・レストランツアー実施のためのスケジュール管理を行うこと
・レストランツアーの周知、広報を行い、各回10名程度の都市圏からのツアー参加者を募集
すること。
・ツアー募集にあたり、効果的な広報や情報発信を実施すること。
・ツアーは一泊二日、もしくは日帰りでツアー造成を行うこと。
・レストランツアーの様子をメディア（媒体の種類を問わない）に取材してもらい、広く露出
を図ること
・ツアー実施後、参加者にアンケートを実施すること。
・その他、レストランツアーを開催するために必要な調整を行うこと。

(5) 福井の美食を支える人材を育成・確保するための研修会等の企画運営業務
1 スターシェフ等によるレストランフォーラムの企画運営業務　　
[bookmark: _Hlk225931963]（ア）開催時期　令和８年秋頃
　　（イ）開催回数　１回以上
（ウ）開催場所　福井県内
（エ）開催人数  ４０人程度
（オ）対象者    食に関わる福井県内の料理人、サービス、生産者等および将来シェフを目指す県内学生（小・中・高・専門学校生等）
（カ）内容　　　
・食に関わる人や県外客等に訴求力のあるスターシェフを提案し選定すること。
・スターシェフ等による食に関わる人を対象にした料理のデモンストレーションやトークセ
ッション等を行うレストランフォーラムを開催し、県内飲食店等の意識向上に繋げること
　　　・スターシェフは食に関わる人に訴求力のある人物を提案すること。ただし、スターシェフ
の国籍は問わない。
・スターシェフ等の講師が登壇するフォーラムを開催出来るよう、フォーラムの企画を提案す
ること。ただし企画内容や参加費については、誘客推進課長と協議の上決定すること。
・スターシェフが来福する交通手段の手配を行い、交通費を負担すること。
・県内での交通費や滞在費（飲食費等）を手配しその費用についての支払いを行うこと
・運営に必要なスタッフを配置すること。
・司会者を手配すること。
・記録写真および映像を撮影し、県内外の食に感度が高い人に情報が届くよう効果的に情報発信を行うこと。また、撮影した写真および映像は「越山若水」のＨＰやＳＮＳで発信すること。
　　　・集客につながる広報業務を提案し誘客推進課長と相談のうえ実施すること。

2 Selectionのシェフおよびスターシェフがコラボした特別コースの作成を通じた情報発信
（ア）期間　　　令和８年秋
（イ）開催回数　１回
（ウ）開催場所　福井県内
（エ）開催人数  ６０人程度
（オ）内容　　　
・Selectionのシェフおよびスターシェフがコラボしたオリジナルコース料理を作成し、記憶に残る食事会を開催すること（飲食費は参加者負担とすること）。
・県産食材を使ったコースを提供するよう、調整等を行うこと。
・県産食材の魅力が伝わる内容とすること。
・食事会のドレスコードは白に定め、来客に周知すること。
[bookmark: _Hlk225433965]・食事会の集客につながる広報業務を提案し県と相談のうえ実施すること。
・食事会の会場はテーマ性があり、話題性、意外性のある場所を提案すること。非日常感の
ある場所で行うこと。
（例）公園で行う大型屋外テント、水上、寺院、遺跡等
・会場で調理できるような厨房設備を用意すること。
・運営に必要なスタッフや機材を配置すること。
・記録写真および映像を撮影し、県内外の食に感度が高い人に情報が届くよう効果的に情報発
信を行うこと。また、撮影した写真および映像は誘客推進課がＨＰやＳＮＳで発信すること。
・食事会の様子を３分程度×３本の動画に編集しＳＮＳ等で発信すること。
・取材した動画や写真を用いて、ＨＰ、ＳＮＳ等を活用した効果的な広報を図ること。作成した動画や写真については、福井県が自由に使用できるものとする。
・集客につながる広報業務を提案し誘客推進課長と相談のうえ実施すること。
　　　　　　　
3 実地研修会企画運営
県内の若手料理人等を対象の実地研修会業務
（ア）期間　　　 令和８年度
（イ）開催回数　 ２回
(ウ) 開催場所　 首都圏および関西圏の著名なレストラン等で各１回以上
（エ）募集定員   １回あたり１０人程度とし計２０人程度
（オ）内容　
・首都圏および関西圏のレストラン等で福井県内の飲食店関係者が料理・サービス・マネ
　ジメント等に関する実地研修を実施
　　　　・実地研修を行なう都市圏の著名なレストラン（首都圏１店舗、関西圏１店舗）を誘客推
進課長と協議したうえで選定すること
・選定したレストランと研修の日時、内容について調整すること
・研修に参加を希望する県内若手料理人やサービススタッフ、飲食店経営者等を募集する
こと
・受講者の交通費の半額程度を県の予算の範囲内で補助すること
・著名なレストランにおいて、厨房等の見学や調理・サービス・マネジメントの考え方な
どについて聴講するとともに、実際に客の立場で食事・サービスを受けることを実地研
修内容とする。なお、食事・サービスの提供については受講者の自己負担とする。
・著名なレストランの実地研修受け入れのための協力費は委託料に含む。
・著名レストランのシェフ等と研修に参加した受講者との意見交換会を開催すること
・研修実施後、受講者へのアンケートを実施すること
・その他、研修実施に向け必要な調整を行うこと


　（６）自由提案
・上記のほか、委託費用内で実施可能な施策。なお、当該取組における効果を示すこと。
（例）食をテーマに福井への観光誘客につながる企画、ＹｏｕＴｕｂｅ広告等を活用したデ
ジタルマーケティング、インバウンド向けの施策等

（７）成果物
　　　　受託者は、委託期間終了までに、次のものを提出すること。
　　　 ・事業実績報告書
　　　 ・本委託業務に係る制作物

（８）提案に当たっての留意事項
　　　 ・本委託事業に係る全ての経費は、委託費に含むものとする。

５. その他
（１）受託者は、本業務委託実施にあたり、福井県および各市町と協議の上進めること。
（２）受託者は、本仕様書、契約約款および関係法令を遵守し、誠実かつ円滑に業務を遂行しなければならない。
（３）業務の実施に当たって、感染症・食中毒対策や事故防止策等、安全の確保に十分配慮すること。
（４）統括責任者を配置すること。また、業務運営体制を明確にし、提示すること。

